
介護支援専門員証の交付に係る手数料の
納付方法、収入証紙返還のご案内

これまで県の手数料に使用していた収入証紙は廃止になります。

スケジュールは以下のとおりです。

〇収入証紙の販売：令和6年12月末まで
※年末のため、各うりさばき所の最終営業日は、直接購入予定先へ確認ください。

手数料の納付方法
-------証紙販売終了後（令和7年1月以降）の納付方法-----

介護支援専門員の登録・更新等の手続きを行う場合の手数料の納付方法は、令
和7年1月からは次のとおりとなります。各納付方法ごとの具体的な納付手続きは
2ページ目以降に記載しています。
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オンラインによる納付…P２～P4

県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓
口等で現金により納付する方法です。

県の電子申請システムを利用して、クレジットカードや
コード決済（paypay、auPay、Ｄ払い）によりオンライン
での納付手続きを行う方法です。

手数料納付書による納付…P5

〇未使用証紙の還付：令和11年12月末まで

すでに証紙を購入済の方へ

〇購入済証紙の使用：令和7年3月まで
※証紙と他の納付方法とを併用しての納付はできません。

【未使用証紙の還付に関する問合せ先】

〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県 出納局 会計課 総務調整班 電話：095-894-3211



-2-

オンラインによる納付1/3
【長崎県電子申請システムによる納付】

こちらのQRコードから
アクセスできます！！

１．パソコン、スマートフォン等からQRコードやURLにより
電子申請システムへアクセスします。

２．メールアドレスを入力してください。

（アクセス後、利用規約確認画面に映りますので利用規約の内容
確認後、問題なければ【同意する】をクリック。）

3．登録したメールアドレスに申込用URLが
自動送信されるのでクリックして接続。

4．必要事項を入力のうえ、確認へ進みます。※入力に誤り漏れ・誤りがあれば先に進めません。
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オンラインによる納付2/3

5．申込情報を確認し、問題なければ申込むをクリック。

6．申込後に自動送信される「申込完了通知
メール」を確認し、「申込内容URL」に接続。

8．申込詳細画面が表示されるので、「納付」
情報】の「オンライン決済」欄をクリック

手続きの種類に応じて納付
金額が異なるので注意！

※手続きの種類を選択すると

納付金額が自動計算されます。

〇手数料：2,000円
・新規登録（実務研修終了後）
・有効期間の更新
・再研修終了後の登録
・登録の移転（他県⇒長崎県）

〇手数料：1,500円
・再交付（氏名の変更・亡失等）

7．申込内容照会画面が表示されるので、
「整理番号」で検索をかけ、手続きが表示
されたら「詳細」をクリック。

9．決済方法を選択後、画面中央の「同意
事項」の最後の「同意する」にチェック
を入れて「支払いへ進む」をクリック。

同意事項欄は最後まで確認

（スクロール）が必要です。
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オンラインによる納付3/3

10．支払い画面が表示されるので、画面の指示に従って入力を行い、支払います。
※選択した決済方法により、表示される画面の内容が異なります。

【支払い画面：その1】決済方法で「クレジットカード」を選択した場合

10-①．クレジットカード情報を入力し、
「確認へ進む」をクリック。

10-②．決済確認画面で内容を確認し、問題
がない場合は「支払う」をクリック

【支払い画面：その2】決済方法で「PayPay」「au Pay」「ⅾ払い」を選択した場合

10-③．内容を確認し、問題ない場合は画面下の
「クリック」し、画面の指示に従って決裁。

11．支払い完了後、介護支援専門員交付申請書の記載欄に6.で発行された、「整理番号」
を記入して長寿社会課あて提出。

「支払う」をクリック後、選択した決済
方法に対応したアプリの画面に移動しま
す。
各決済方法で入力画面が異なりますので、
各アプリの画面の指示に従って決済して
ください。
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手数料納付書での納付

手数料納付書で納付を行うときの流れ

１．県が発行する手数料納付書と介護支援専門員交
付申請書、手数料納付済届出書を入手し、手数料
納付書に 住所・氏名を記載します。※

２．手数料納付書により金融機関の窓口やゆうちょ
の窓口で現金により支払いを行います。

①入手した手数料納付書の控え部分を切り離します。
（控え部分も後で必要になりますので手元に保管をお願
いします。）

②手数料納付書により金融機関等の窓口で支払います。

③「領収証書・納付済書」を受け取ります。

３．手数料納付済届出書を準備します。

①上記③から納付済書（A）を切り離します。

②保管してあった控え部分から納付済証照合票（B）
を切り離します。

③切り離した納付済証（A）と納付済証照合票（B）
を入手した手数料納付済届出書に添付して、介護
支援専門員交付申請書と併せて長寿社会課へ提出します。

〇手数料納付書のサンプル 納付済証（A）

納付済証照合票（B）

氏名・住所
記載欄

長崎県福祉保健部長寿社会課 （介護人材確保推進班）
℡：095-895-2440 fax：095-895-2576

※手数料納付書及び介護支援専門員証交付申請書の
入手については以下の問合せ先までご連絡ください。

〇申請書送付先・問合わせ先


